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   深谷市公共下水道受益者負担金及び深谷市農業集落排水受益者分担金の   

   再編について（答申） 

 

 令和２年７月２９日付け深企業発第９６号により、深谷市長から「深谷市公共下

水道受益者負担金及び深谷市農業集落排水受益者分担金の再編について」の諮問を

受け、本審議会において慎重に審議を進め、その結論を得ましたので、下記のとお

り答申します。 

 

記 

 

１．公共下水道受益者負担金について 

  公共下水道受益者負担金は、旧市町における整備区域の事業費を根拠として算

定した単価で賦課・徴収を行っているが、単価算定の根拠となっている整備区域

の整備を現在も実施している状況において単価の再編を行うことは、同じ整備区

域内の受益者間で負担金額に差異が生じてしまうという課題がある。 

  このため、現整備区域の整備が完了するまでの間は、現行の単価を維持するこ

ととし、次期整備計画を策定する際に算定する事業費を根拠として、単価及び制

度の再編について検討されたい。 

 

２．農業集落排水受益者分担金について 

  農業集落排水受益者分担金は、各処理区における事業費を根拠として算定した

金額で賦課・徴収を行っている。また、一部の処理区では受益者分担金を組合が

徴収・償還しており、市が賦課・徴収している処理区と負担方法が異なる現状で 

 農業集落排水受益者分担金の再編を行うことは、組合との調整が必要となるなど

の課題がある。 

  このため、償還が終了し、組合が解散するまでの間は現行の金額を維持するこ

ととし、すべての組合が解散した後に金額の再編について検討されたい。 
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３．農業集落排水の公共下水道への統合に伴う受益者負担について 

  公共下水道へ統合される処理区の現農業集落排水使用者及び統合された処理

区において新規に接続する使用者に係る受益者負担について決める必要がある。 

（１）公共下水道へ統合される処理区の現農業集落排水使用者について 

 現使用者については、農業集落排水受益者分担金をすでに賦課・徴収済であ 

ることを鑑み、公共下水道受益者負担金を全額免除扱いとされたい。 

（２）公共下水道へ統合される処理区での新規接続者について 

 新規接続者については、公共下水道の取扱いとなることから、公共下水道区 

域外流入負担金を賦課・徴収することとし、単価は現行の制度によるものとさ 

れたい。 

 

４．附帯意見 

（１）今後の検討について 

   現行の公共下水道受益者負担金及び農業集落排水受益者分担金については、 

  それぞれの整備区域及び処理区の事業費に基づき算定されていること及び区 

  域内の受益者負担の公平性の観点から、現行の制度を維持されたいと答申する 

  ものである。 

 しかしながら、合併後において、整備区域及び処理区ごとに単価及び金額が 

異なっている現状は、市民全体の観点からは、受益者負担の統一が図られて 

いないことから、将来的には速やかな再編が必要と考える。 

 したがって、今後は現行の制度における課題を整理し、方向性について検討 

を進められたい。 

（２）周知について 

農業集落排水の公共下水道への統合に伴う受益者負担については、対象者に

対して周知と説明を行い、理解を得られるよう努められたい。 
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深谷市上下水道事業運営審議会 審議経過 

 

 開催日及び会場 審議内容 

第１回 令和２年７月２９日（水） 

岡部公民館大会議室 

・諮問 

・公共下水道受益者負担金及び農業集落排水 

受益者分担金の現状と課題について 

第２回 令和２年８月１２日（水） 

新庁舎大会議室 

・公共下水道受益者負担金及び農業集落排水 

受益者分担金の今後の方針について 

第３回 令和２年８月２６日（水） 

岡部公民館中会議室 

・答申について 

 


